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■基本報酬

基本単位数は、事業者ごとに利用者の①利用定員の合計数及び②障害支援区分に応じ所定単位数を算定
■ 定員４０人以下の場合 （区分６） （区分５） （区分４） （区分３） （区分２以下）※未判定の者を含む

458単位 386単位 311単位 235単位 170単位

■主な加算

重度障害者支援加算
(Ⅰ) 特別な医療を受けている利用者[２８単位]

→ 区分６であって、次に該当する者が２人以上の場合は更に22単位
①気管切開を伴う人工呼吸器による呼吸管理が必要な者
②重症心身障害者

(Ⅱ) 強度行動障害者に対する支援
→ （一）体制を整えた場合[7単位]

（二）夜間支援を行った場合[180単位]

夜勤職員配置体制加算
夜勤職員の勤務体制を手厚くしている場合
・ 利用定員が21人以上40人以下の場合［６０単位］
・ 利用定員が41人以上60人以下の場合［４８単位］
・ 利用定員が61人以上の場合［３９単位］

○対象者

○サービス内容 ○主な人員配置

■ 夜間において、介護が必要な者、入所させながら訓練等を実施することが必要かつ効果的であると認められるもの又は通所が困
難である自立訓練又は就労移行支援等の利用者
① 生活介護利用者のうち、区分４以上の者（５０歳以上の場合は、区分３以上）
② 自立訓練、就労移行支援又は就労継続支援Ｂ型の利用者のうち、入所させながら訓練等を実施することが必要かつ効果的であると認めら

れる者又は通所によって訓棟を受けることが困難な者
③ 特定旧法指定施設に入所していた者であって継続して入所している者又は地域における障害福祉サービスの提供体制の状況その他やむを

得ない事情により通所によって介護等を受けることが困難な者のうち、①又は②に該当しない者若しくは就労継続支援Ａ型を利用する者

■ 夜間における入浴、排せつ等の介護や日常生活上の相談支援等
を実施

■ 生活介護の利用者は、利用期間の制限なし
自立訓練及び就労移行支援の利用者は、当該サービスの利用

期間に限定

■ サービス管理責任者
■ 休日等の職員配置

→ 利用者の状況に応じ、必要な支援を行うための勤務体制を
確保

■ 生活支援員 利用者数 60人以下の場合、1人以上

○報酬単価（令和元年10月～）

○事業所数 ○利用者数（国保連令和２年４月実績） （国保連令和２年４月実績）2,581 127,582

施設入所支援の概要
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【施設入所支援の現状】

○ 令和元年度の費用額は約1,965億円であり、障害福祉サービス等全体の総費用額の
7.1％を占めている。

○ 費用額は毎年度増加しているが、利用者数と事業所数は減少傾向にある。

※出典:国保連データ

施設入所支援の現状
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関係団体ヒアリングにおける主な意見

No 意見等の内容 団体名

1
○夜間業務については、利用者の重度化・高齢化に伴う業務量の増加や昼夜を問わず支援量に大きな差異がない
実態を踏まえ、施設入所支援に関する基本報酬を引き上げいただきたい。

全国身体障害者施設協議会

2
○障害者支援施設における通院にかかる人的・物的負担の実態を把握し、実態に見合った基本報酬の引き上げや
通院体制を評価する加算の新設、さらには通院支援に関する外部サービスの利用が可能となるよう、柔軟に対応
いただきたい。

全国身体障害者施設協議会

3
○入所者の重度高齢化と安全・防犯上への対応に加え、利用者のQOLの向上や今般の新型コロナ感染対策にも有
効な個室化、小規模ユニット化の促進に向け、夜勤職員の配置基準を引き上げるとともに、夜勤職員配置加算に
必要な人数を上回る夜勤職員を配置した場合の報酬上の評価が必要である。

日本知的障害者福祉協会 他
（同旨：日本身体障害者団体連合会）

4

○入所施設における平均支援区分が一定以下である場合の減算の新設
障害者支援施設における入所者は、原則として支援区分「４」以上（５０歳以上は「３」以上）となっており、
基本的にはこの１０年ほどで真に入所施設での支援が必要な人が利用する状況になっていると理解している。し
かし、残念ながら一部に地域生活への移行が十分に可能であるにも関わらず入所している人が見受けられる。こ
うした状況を抜本的に改善する意味でも、平均支援区分が一定以下（たとえば平均支援区分「３．５」以下）で
ある障害者支援施設を対象とした減算を新設する。

全国手をつなぐ育成会連合会
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施設入所支援に係る報酬・基準について

論点 口腔衛生管理、摂食・嚥下機能支援の充実

施設入所支援に係る論点
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【論点】口腔衛生管理、摂食・嚥下機能支援の充実

現状・課題

○ 「歯科口腔保健の推進に関する法律」及び「歯科口腔保健の推進に関する基本的事項」において、
・ 口腔の健康が、健康で質の高い生活を営む上で基礎的かつ重要な役割を果たしているとともに、日常生活におけ

る歯科疾患の予防に向けた取組が口腔の健康の保持に極めて有効であること
・ 食べる喜び、話す楽しみ等の生活の質の向上を図るためには、口腔機能の維持・向上が重要であること
等が指摘されていることから、口腔衛生管理及び摂食・嚥下等の口腔機能の維持等の取組を推進することが重要であ
る。

○ 現状では、口腔衛生管理に着目した評価は行っていないが、
・ 「障害者基本計画（第４次）」及び「歯科口腔保健の推進に関する基本的事項」において、障害者支援施設等に

おける定期的な歯科検診の実施率の目標値を90％（令和４年度）と設定していること
・ 「経済財政運営と改革の基本方針2020」において、「（略）歯科医療専門職間、医科歯科、介護、障害福祉関係

機関との連携を推進し、歯科保健医療提供体制の構築と強化に取り組む。」とされていること
から、障害福祉サービスの中でも対応を進めていくことが必要。

論 点

○ 口腔衛生管理に係る取組を推進するため、具体的な対応について評価を行う必要があるか。
○ 経口移行や経口維持の取組を推進するため、どのような対応が考えられるか。

検討の方向性

○ 介護保険における対応状況を参考に、歯科医師又は歯科医師の指示を受けた歯科衛生士が、職員に口腔ケアに係る
技術的助言を行っている場合等に評価を行う仕組みを創設してはどうか。

○ 経口移行加算及び経口維持加算については、咀嚼能力等の口腔機能及び栄養状態を適切に把握しつつ、介護保険に
おける対応状況を参考に、口から食べる楽しみを支援するための多職種による取組プロセスを評価してはどうか。
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障害者基本計画（第４次）（抜粋）

6

６．保健・医療の推進

(２) 保健・医療の充実等

○ 定期的に歯科検診を受けること等又は歯科医療を受けることが困難な障害者に対する歯

科疾患の予防等による口腔の健康の保持・増進を図る取組を進めるとともに、障害の状況

に応じた知識や技術を有する歯科専門職を育成するための取組を促進する。

障害者基本計画（第４次） 関連成果目標

指標 現状値（直近の値） 目標値

障害者支援施設及び障害児入所施設
における定期的な歯科検診の実施率

62.9％
（2016 年度）

90％
（2022年度）



【定期的に歯科検診又は歯科医療を受けることが困難な者に対する歯科口腔保健における目標】

項目 策定時の現状 直近の実績値 目標

障害者支援施設及び障害児入
所施設での定期的な歯科検診
実施率の増加

66.9%
（平成23年）

62.9%
（平成28年）

90%
（平成34年度）

➢ 定期的に歯科検診又は歯科医療を受けることが困難な者に対する歯科口腔保健対策を検討
する際には、今後、ますます高齢者人口が増加していくことを踏まえ、地域包括ケアシステ
ムにおける効果的・効率的な歯科保健サービスを提供する必要がある。

➢ 口腔内の環境の改善が全身の健康状態にも寄与することを踏まえ、要介護者等の口腔内の
評価で必要な視点を整理し、口腔内の実態把握を適切に行う。

➢ 障害者（児）への定期的な歯科検診及び歯科医療の提供のため、国、都道府県、市区町村
のそれぞれの単位で、関係部局と連携した施策・取組を推進する。

「歯科口腔保健の推進に関する基本的事項」中間評価報告書（抜粋）
平成30年12月19日
第２回歯科口腔保健の推進に係る
う蝕対策ワーキンググループ

7



0

10

20

30

40

50

年
１
回

年
２
回

年
３
回
以
上

不
定
期

そ
の
他
・
不
明

機
会
な
し

不
明

機会あり

(%)

42.0%
(685件）

9.4%
(154件）

11.5%
(187件） 8.5%

(138件）

16.3%
(265件）

11.3%
(185件）

1.1%
(18件）

0

10

20

30

40

50

年
１
回

年
２
回

年
３
回
以
上

不
定
期

そ
の
他
・
不
明

機
会
な
し

不
明

(%)

23.1%
(377件）

7.9%
(129件）

14.5%
(236件） 12.4%

(202件）

25.6%
(418件）

16.1%
(261件）

0.6%
(9件）

※調査対象：全国の障害（児）者福祉入所施設2,530施設
有効回答1,632施設（65.2%）

定期的に年１回以上行われている施設は62.9% 定期的に年１回以上行われている施設は45.5%

歯科医師による歯科検診を受ける機会 歯科専門職による歯科保健指導を受ける機会

障害（児）者入所福祉施設における歯科検診や歯科保健指導の機会

出典：平成28年度厚生労働科学特別研究
「歯科保健医療サービス提供困難者に対する歯科保健医療サービスの実施に関する研究」

※調査対象：全国の障害（児）者福祉入所施設2,530施設
有効回答1,632施設（65.2%）

機会あり

平成30年12月19日
第２回歯科口腔保健の推進に係る
う蝕対策ワーキンググループ
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出典：平成28年度厚生労働科学特別研究
「歯科保健医療サービス提供困難者に対する歯科保健医療サービスの実施に関する研究」

予防活動等の実施の有無とその内容 施設数 実施割合

予防活動等をしている 1497 91.7%

食後の歯磨きの時間をとっている 1363 83.5%

職員が歯磨きの状態をチェックしてい
る

1158 71.0%

定期的にフッ化物洗口をしている 40 2.5%

定期的にフッ化物塗布を受けさせて
いる

96 5.9%

職員への歯科保健に関する研修会
の開催

366 22.4%

その他 217 13.3%

予防活動等をしていない 135 8.3%

障害（児）者入所福祉施設における歯科検診・歯科保健指導以外の予防活動等の状況
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（参考）経済財政運営と改革の基本方針2020（抜粋）

４．「新たな日常」を支える包摂的な社会の実現

（１）「新たな日常」に向けた社会保障の構築

② 「新たな日常」に対応した予防・健康づくり、重症化予防の推進

（略）

• 細菌性やウイルス性の疾患の予防という観点も含め、口腔の健康

と全身の健康の関連性を更に検証し、エビデンスの国民への適切な

情報提供、生涯を通じた歯科健診、フレイル対策・重症化予防にもつ

ながる歯科医師、歯科衛生士による歯科口腔保健の充実、歯科医

療専門職間、医科歯科、介護、障害福祉関係機関との連携を推進し、

歯科保健医療提供体制の構築と強化に取り組む。
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栄養関連サービスの加算状況

11

H26.4 H29.4 R2.4

（事業所数） 2,621 2,599 2,581

栄養マネジメント加算 37.8% 36.3% 40.8%

経口移行加算 0.6% 0.5% 0.4%

経口維持加算 イ 経口維持加算（Ⅰ） 0.9% 0.6% 0.9%

ロ 経口維持加算（Ⅱ） 1.9% 2.3% 2.2%

療養食加算 24.5% 26.6% 27.4%

（出典）国保連データ

○ 障害者は、早食い・丸呑み、偏食、食べこぼし等、食行動に多様な課題があり、食事形態

に配慮が必要な者が、一定数いる。

○ 一方で、施設入所者における経口維持加算等の取得割合は、ほとんどない。



介護保険における口腔衛生管理に対する評価

12

区分 単位数 要件 対象サービス

口腔衛生管理体制加算 30単位／月
○ 歯科医師又は歯科医師の指示を受けた歯科衛

生士が、介護職員に口腔ケアに係る技術的助言
及び指導を月１回以上行っている場合

・介護老人福祉施設
・地域密着型介護老人福祉施設入居者生活介護
・介護老人保健施設
・介護療養型医療施設
・介護医療院
・特定施設入居者生活介護（※）
・地域密着型特定施設入居者生活介護（※）
・認知症対応型共同生活介護（※）
（※）平成30年度介護報酬改定で追加

口腔衛生管理加算
90単位／月

○ 口腔衛生管理体制加算が算定されている場合
○ 歯科医師の指示を受けた歯科衛生士が、入所

者に対し、口腔ケアを月２回以上行った場合
○ 歯科衛生士が、当該入所者に係る口腔ケアに

ついて、介護職員に対し、具体的な技術的助言
を及び指導を行った場合

○ 歯科衛生士が、当該入所者に係る口腔に関し、
介護職員からの相談等に必要に応じ対応した場
合

・介護老人福祉施設
・地域密着型介護老人福祉施設入居者生活介護
・介護老人保健施設
・介護療養型医療施設
・介護医療院



栄養系加算の比較（介護保険サービスと障害福祉サービス）

栄養マネジメント加算 経口移行加算

経口維持加算

低栄養リスク改善加算 療養食加算

経口維持加算（Ⅰ） 経口維持加算（Ⅱ）

介護保険
（介護老人福祉施設）
（介護老人保健施設）

単位数：１４単位／日

配置が必要な人員：
常勤の管理栄養士１名
（同一敷地内は兼務可）

加算要件：
医師、管理栄養士、歯科
医師、看護師、介護支援
専門員その他の職種の共
同による栄養ケア計画の
作成し、栄養管理を行っ
た場合。

栄養マネジメント加算の算定している場合のみ 単位数：４００単位／月

配置が必要な人員：
常勤の管理栄養士１名
（同一敷地内は兼務可）

加算要件：
栄養マネジメント加算を
算定している施設で、低
栄養リスクが「高」の入
所者に対して１回以上、
多職種が共同して栄養管
理のための会議を行い、
低栄養状態を改善するた
めの特別な栄養管理の方
法等を示した栄養ケア計
画を作成し、管理栄養士
等が週５回以上食事の観
察等を行った場合。

単位数：６単位／回

加算要件：
食事の提供が管理栄養士
又は栄養士によって管理
されており、入所者の年
齢、心身の状況によって
適切な栄養量及び内容の
食事の提供が行われてい
る施設において、療養食
を提供した場合。

単位数：２８単位／日

加算要件：
医師、歯科医師、管理栄
養士、看護師、介護支援
専門員その他の職種の共
同による経口移行計画の
作成し、管理栄養士、栄
養士による栄養管理、及
び言語聴覚士又は看護職
員による支援を行った場
合。

単位数：４００単位／月

対象者：
経口により食事を摂取す
る者であって、摂食機能
障害を有し、誤嚥が認め
られる入所者

加算要件：
医師、管理栄養士、歯科
医師、看護師、介護支援
専門員その他の職種の共
同による食事の観察及び
会議を行い経口維持計画
を作成し、管理栄養士又
は栄養士が栄養管理を
行った場合。

単位数：１００単位／月

加算要件：
協力歯科医療機関を定め
ている施設が、経口維持
加算（Ⅰ）を算定してい
る場合であって、入所者
の食事の観察及び会議等
に、医師、歯科医師、歯
科衛生士又は言語聴覚士
が加わった場合。

障害福祉サービス
（施設入所支援）

単位数：１２単位／日

配置が必要な人員：
常勤の管理栄養士１名

加算要件：
医師、管理栄養士、歯科
医師、看護師その他の職
種の共同による栄養ケア
計画の作成し、栄養管理
を行った場合。

単位数：２８単位／日

加算要件：
医師、歯科医師、管理栄
養士、看護師、介護支援
専門員その他の職種の者
が共同による経口移行計
画の作成し、管理栄養士、
栄養士による栄養管理を
行った場合。

単位数：２８単位／日

対象者：
経口により食事を摂取す
る者であって、著しい摂
食機能障害を有し造影撮
影又は内視鏡検査により
誤嚥が認められる入所者

加算要件：
医師、管理栄養士、歯科
医師、看護師、その他の
職種の共同により経口維
持計画を作成し、管理栄
養士又は栄養士が継続し
て経口による食事の摂取
を進めるための特別な管
理を行った場合。

単位数：５単位／日

対象者：
経口により食事を摂取す
る者であって、摂食機能
障害を有し誤嚥が認めら
れる入所者

加算要件：
医師、管理栄養士、歯科
医師、看護師、その他の
職種の共同により経口維
持計画を作成し、管理栄
養士又は栄養士が継続し
て経口による食事の摂取
を進めるための特別な管
理を行った場合。

該当なし

単位数：２３単位／日

加算要件：
栄養士が配置されており
施設等において療養食を
提供した場合。

13



（参考）食べることの支援の効果

14

○ 口から食べる事は、ヒトとしての尊厳のほか、感覚に様々な影響がある。

視覚： 食物を見る（見て味わう） 嗅覚： 食物の匂いをかぐ（匂いで味わう）

味覚： 食物の味を感じる（味わう） 触覚： 口唇・舌・頬・粘膜で食物に触れる（触れて味わう）

○ 障害者は、嚥下機能や感覚機能等に問題があり、早食い・丸呑み、偏食、食べこぼし等の食行動に関する課題があ

るが、食事形態等を個別に調整し、口から食べることでQOLが向上したとの報告もある。

○ 施設入所障害者の食行動にする課題は、多職種による食事時の観察（ミールラウンド）で把握できるものが多い。

【出典】平成30（2018）年度日本栄養士会福祉事業部政策事業「障害者支援施設及び福祉型障害児入所施設における栄養ケア・マネジメントのあり方に関する検討」報告書

（参考）食事支援の流れの一例

多職種ミールラウンド、食事観察

・食事の環境（机や椅子の高さ等）
・食べる姿勢、ペース、一口量
・食物の認知機能
・食具の種類・使い方、介助法等
・食事摂取の状況
・食の嗜好 等

障害者支援施設の入所者における食行動で気になる事項（複数回答）

障害者支援施設入所者における食べ物への配慮状況（複数回答）

支援員

管理栄養士

看護師



施設系サービスの口腔・栄養に関する
報酬・基準について（案）

（出典）社保審－介護給付費分科会
第113回（H26.11.6） 資料３

参 考
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論点１ 経口維持加算等の見直し
経口維持加算については、咀嚼能力等の口腔機能及び栄養状態を適切に把握した
上で、口から食べる楽しみを支援するための多職種による取組プロセスを評価し
てはどうか。
対応案

• 摂食・嚥下障害を有する人や食事摂取に関する認知機能の低下が著しい入所者の経口維持
支援のための適正なサービスの供給及びその内容を充実させる観点から、現行のスクリー
ニング手法別の評価区分を廃止し、多職種による取組のプロセスを評価する。

• 経口維持のための取組について、現行の経口維持加算で評価している栄養管理に加え、食
事観察（ミールラウンド）やカンファレンス等において、咀嚼能力等の口腔機能を踏まえ
た経口維持管理を評価する。併せて、入所者の適切な口腔衛生管理の普及を推進し、現行
の口腔機能維持加算及び口腔機能維持管理体制加算の算定要件を適切に反映するため、こ
れらの加算名を修正する。（口腔衛生管理加算、口腔衛生管理体制加算（仮称））

口から食べる楽しみの支援の充実について～経口維持加算等の見直し～

16



（参考）経口維持加算の算定状況

〔経口維持加算（Ⅰ）（Ⅱ）の算定割合の推
移〕

※算出方法：経口維持加算の算定件数 ／ 基本サービス費の算定件数
×100

〔介護保険施設（老健、特養）入所者の
摂食・嚥下能力の状況〕

【出典】厚生労働省 介護給付費実態調査

％

36%

48%

12%
3%

正常 n=591

軽症 n=800

中等症
n=200

摂食・嚥下グレード
別

＜摂食・嚥下能力のグレード評価＞

重症 経口不可

Gr.1 嚥下困難または不能

Gr.2 基礎的嚥下訓練のみ可能

Gr.3 厳密な条件下の摂食訓練が可能

中等症
経口と

補助栄養

Gr.4 楽しみとしての摂食が可能

Gr.5 一部（１～２食）経口摂取

Gr.6 ３食経口摂取プラス補助栄養

軽症 経口のみ

Gr.7 嚥下調整食で、３食とも経口摂取

Gr.8 特別嚥下しにくい食品を除き、３食経口摂取

Gr.9 普通食の経口摂取可能。ただし、臨床的観察（ムセ）と

指導（姿勢など）が必要

正常 Gr.10 正常の摂食・嚥下能力

【出典】平成25年度老人保健事業推進等補助金「介護保険施設における摂食・嚥下機能が低下した高齢者の
「食べること」支援のための栄養ケア・マネジメントのあり方に関する研究」（日本健康・栄養システム学会）

1.63

0.19

2.25

0.40

1.56

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

3.5

4.0

4.5

5.0

H18.5 H19.5 H20.5 H21.5 H22.5 H23.5 H24.5 H25.5

介護老人福祉施設

介護老人保健施設

介護療養型医療施設

経口維持加算
（Ⅰ）

経口維持加算
（Ⅰ）

経口維持加算
（Ⅱ）

経口維持加算
（Ⅱ）
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14.0 

50.5 

28.9 

45.4 

8.3 

0.8 

17.3 

19.8 

4.9 

1.3 

43.0 

11.0 

3.7 

13.0 

44.2 

26.4 

51.0 

4.1 

1.0 

18.5 

16.8 

4.5 

0.0 

44.9 

12.3 

5.1 

15.1 

56.8 

31.5 

41.1 

10.3 

0.7 

16.4 

25.0 

5.1 

2.7 

43.2 

9.2 

2.4 

11.6 

48.8 

27.9 

34.9 

23.3 

0.0 

16.3 

7.0 

7.0 

0.0 

25.6 

14.0 

2.3 

0 10 20 30 40 50 60

依頼できる関係の専門職がいない

算定の単位数が低い

他業務が忙しい

嚥下機能の評価が難しい

算定対象者がいない

算定内容に必要性を感じない

加算算定期間である180日を超えた

場合の継続基準が満たせない

関係職種間でモチベーションの

高さが異なる

ご利用者本人やご家族の理解

が得にくい

施設長等の理解が得にくい

VE/VFを実施することができない

（実施に当たっての連携先もない）

その他

無回答

(%)

全体

(n=630)
介護老人福祉施設

(n=292)
介護老人保健施設

(n=292)
介護療養型医療施設

(n=43)

72.2 

20.2 

5.6 

2.0 

15.8 

2.9 

72.0 

18.8 

6.0 

1.4 

16.5 

3.7 

72.3 

22.3 

5.4 

2.5 

15.8 

1.5 

70.4 

18.5 

3.7 

3.7 

11.1 

7.4 

0 20 40 60 80

VE/VFを実施することができな

い

（実施に当たっての連携先がな

い）

VE/VFを実施しなくても水のみ

テスト等で十分に評価できるか

ら

VE/VFを実施するに当たって

ご家族等の同意が取れない

施設の方針

その他

無回答

(%)

全体

(n=450)

介護老人福祉施設

(n=218)

介護老人保健施設

(n=202)

介護療養型医療施設

(n=27)

（参考）経口維持加算の算定に関する難易点、経口維持加算Ⅰを算定していない理由
（経口維持加算Ⅱのみ算定している理由）

○ 経口維持加算の算定にあたり、嚥下機能評価の実施が困難であるという施設側の意見が多い。
○ 経口維持加算Ⅱのみ算定している施設の約7割は、算定要件であるVE/VF検査を施設が行うことが出来ない
（実施にあたっての連携先がない）ために、経口維持加算Ⅰを算定していない。

【出典】平成24年度老人保健健康増進等事業「施設入所に対する栄養ケアマネジ
メントにおける効果的な経口摂取の支援のあり方に関する調査研究事業（みずほ
総研）」

〔経口維持加算(Ⅰ)を算定していない理由〕〔経口維持加算(Ⅰ)(Ⅱ)を算定していく上で、施設が困難だと感じる点〕
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（参考）介護保険施設における経口摂取維持の取組の検討に関与する職種

【出典】平成24年度老人保健健康増進等事業「施設入所に対する栄養ケアマネジ
メントにおける効果的な経口摂取の支援のあり方に関する調査研究事業（みずほ
総研）」

○ 経口摂取の維持の取組を検討している主な職種は、看護師、管理栄養士、介護職員である。
○ 咀嚼能力等の口腔機能の視点から専門的に検討を行う歯科医師、歯科衛生士はほとんど関わっていない。

〔経口摂取の維持の取組（取組内容の検討）に関与する職種（複数回答）〕

38.7 

7.0 

2.1 

8.7 

21.3 

4.5 

5.3 

3.7 

80.8 

73.3 

19.6 

63.4 

17.5 

10.0 

22.9 

11.6 

2.2 

10.5 

1.8 

3.8 

3.1 

4.7 

79.8 

70.4 

8.5 

69.8 

23.1 

12.5 

51.9 

1.6 

1.6 

6.9 

40.7 

6.1 

7.4 

2.1 

81.1 

80.6 

35.6 

63.0 

13.6 

7.7 

66.0 

2.8 

3.5 

6.3 

45.8 

2.8 

8.3 

4.2 

84.7 

66.0 

20.8 

40.3 

6.3 

5.6 

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90

自施設の医師

他施設の医師

自施設の歯科医師

他施設の歯科医師

自施設の言語聴覚士

他施設の言語聴覚士

自施設の歯科衛生士

他施設の歯科衛生士

看護師

管理栄養士

理学療法士・作業療法士

介護職員

その他

無回答

(%)

全体

(n=1075)
介護老人福祉施設

(n=550)
介護老人保健施設

(n=376)
介護療養型医療施設

(n=144)
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（参考）口から食べる楽しみの支援の流れ・効果

○ 利用者の食事の際に、多職種で食事場面を観察することで、咀嚼能力等の口腔機能や嚥下機能、食事環境、食事姿
勢等を適切に評価することができ、さらに多職種間での意見交換を通じて、必要な視点を包括的に踏まえることができ
る。これにより、口から食べるための日々の適切な支援の充実につながり、必要な栄養の摂取、体重の増加、誤嚥性肺
炎の予防等が期待できる。

経口維持支援の流れの一例

口腔機能評価、頚部聴診等

・咀嚼能力 ・嚥下機能
・歯・義歯の状況 ・口腔保持力
・食塊の形成・移動能力
・唾液分泌能

食べる様子を動画で確
認しながら、全身状
態、栄養状態、咀嚼能
力や嚥下機能に応じ
た、経口維持計画を検
討

経口維持支援のための多職種カンファレンス

言語聴覚
士

歯科医師

管理栄養
士

介護職員
作業療法士

看護師

多職種ミールラウンド、食事観察

・食事の環境（机や椅子の高さ等）
・食べる姿勢、ペース、一口量
・食物の認知機能
・食具の種類・使い方、介助法等
・食事摂取の状況
・食の嗜好

言語聴覚
士

看
護師
ケアマネー
ジャー

歯科医師

【参考】平成26年度老人保健健康増進等事業「介護保険施設における口腔と栄養のサービス連携に関する調査研
究事業 中間報告（渡邊裕、菊谷武、平野浩彦）」

６ヶ月前と比
較して体重が
増えた人の割
合が増加

医師

管理栄養士

入所者平均摂
取エネルギー
量が増加

【出典】平成19年度厚生労働科学研究補助金「口腔ケア・マネジメントの確立（分担研究者
菊谷武）」

介護職員

歯科医師

ケアマネージャー

◆対象：介護老人福祉施設入所者50名
◆介入：ミールラウンド（摂食時の口腔機能や姿勢等の観察評価、頚部

聴診にて摂食機能評価）及び摂食カンファレンス（口腔機能や
摂食・嚥下機能評価、栄養アセスメントの情報をもとに、各フ
ロア担当者及び看護職員等と検討）を月一回、一年間実施

◆結果：肺炎発症者数及び入退院日数の減少、平均摂取エネルギー
量の適正化（増加）、体重の増加

経口維持支援の効果
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